
認
可
外
保
育
施
設
に
係
る
市
町
村
へ
の
権
限
移
譲
に
つ
い
て

○
認
可
外
保
育
施
設
の
設
置
届
出
の
受
理
等
の
事
務
を
一
律
に
市
町
村
に
権
限
移
譲
す
る
こ
と
は
、
市
町
村
の
事
務
に
大
き
く

影
響
を
与
え
る
も
の
で
あ
り
、
ま
た
、
来
年
度
施
行
予
定
の
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
新
制
度
の
施
行
準
備
に
影
響
を
及
ぼ
す
可
能

性
も
あ
り
、
適
当
で
は
な
い
。

○
地

方
自

治
法

（
平

成
26

年
法

律
第

83
号

）
第

25
2条

の
17

の
2の

規
定
に
基
づ
く
事
務
処
理
特
例
制
度
を
活
用
し
て
、
当
該
事
務

を
市
町
村
の
事
務
と
す
る
こ
と
は
、
現
行
制
度
に
お
い
て
可
能
で
あ
る
。

・
認
可
外
保
育
施
設
の
設
置
届
出
の
受
理
、
立
入
検
査
、
報
告
徴
収
、
改
善
勧
告
等
は
、
市
町
村
に
移
譲
す
る
こ
と
。

基
本

的
な
考

え
方

提
案

概
要

通番４８：認可外保育施設に係る市町村への権限移譲（厚生労働省）
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認
可
外
保
育
所
が
認
可
保
育
所
に
移
行
す
る
際
の
経
済
的
基
礎
の
条
件

の
緩
和
に
つ
い
て

○
10

00
万
円
の
資
産
要
件
に
つ
い
て
は
、
「
不
動
産
の
貸
与
を
受
け
て
保
育
所
を
設
置
す
る
場
合
の
要
件
緩
和
に
つ
い
て
」
（
平

成
16

年
５
月

24
日

雇
児

発
第

05
24

00
2号

、
社
援
発
第

05
24

00
8号

厚
生
労
働
省

雇
用

均
等

・
児

童
家

庭
局

長
、
社

会
・
援

護
局

長
連
名
通
知
）
に
お
い
て
、
「
地
上
権
・
賃
借
権
の
登
記
、
賃
貸
借
契
約
期
間
の
長
さ
等
施
設
使
用
の
安
定
性
の
高
さ
、
当
該
主

体
の
総
合
的
な
財
政
力
の
高
さ
、
公
的
補
助
に
よ
る
継
続
的
な
賃
借
料
補
助
、
こ
れ
ま
で
の
施
設
の
経
営
・
運
営
実
績
等
過
去

の
安
定
性
の
高
さ
等
を
勘
案
し
、
賃
貸
施
設
で
あ
っ
て
も
安
定
的
に
事
業
経
営
が
認
め
ら
れ
る
場
合
に
は
、
２
分
の
１
を
下
回
ら
な

い
範
囲
内
で
当
該
額
を
減
額
し
て
差
し
支
え
な
い
こ
と
。
」
と
さ
れ
て
お
り
、
既
に
地
方
自
治
体
の
判
断
で
減
額
す
る
こ
と
が
可
能
と

な
っ
て
い
る
。

○
な
お
、
来
年
度
施
行
予
定
の
改
正
後
の
児
童
福
祉
法
第

35
条
第
５
項
第
１
号
に
規
定
さ
れ
て
い
る
と
お
り
、
保
育
所
を
運
営
す

る
た
め
に
必
要
な
一
定
の
経
済
的
基
礎
を
設
置
主
体
に
求
め
る
こ
と
は
、
保
育
の
質
を
確
保
し
、
保
護
者
が
安
心
し
て
子
ど
も
を

預
け
る
た
め
に
重
要
な
事
項
で
あ
っ
て
、
こ
の
要
件
を
な
く
す
こ
と
は
で
き
な
い
。

・
認
可
外
保
育
施
設
か
ら
の
移
行
に
際
し
て
は
、
認
可
保
育
所
へ
の
移
行
が
進
む
よ
う
、
過
去
３
年
間
黒
字
経
営
で
あ
る
な
ど
適
正

に
運
営
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
確
認
で
き
る
場
合
は
、

10
00

万
円
の
資
金
要
件
を
な
く
す
な
ど
審
査
要
件
で
あ
る
経
済
的
基
礎
の
条

件
を
緩
和
す
る
こ
と
。

基
本

的
な
考

え
方

提
案

概
要

通番７：認可外保育所が認可保育所に移行する際の経済的基礎の条件の緩和（厚生労働省）
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保
育
所
型
認
定
こ
ど
も
園
に
係
る
認
定
の
有
効

期
間
の
廃
止
に
つ
い
て

○
保
育
所
型
認
定
こ
ど
も
園
に
つ
い
て
は
、
地
域
に
お
け
る
保
育
需
要
が
将
来
的
に
増
加
し
た
場
合
、
「
保
育
に
欠
け
な
い
子
ど

も
」
を
受
け
入
れ
て
い
る
こ
と
に
よ
り
「
保
育
に
欠
け
る
子
ど
も
」
の
利
用
が
制
限
さ
れ
、
市
町
村
に
よ
る
保
育
の
実
施
義
務
の
履
行

が
妨
げ
ら
れ
る
お
そ
れ
も
あ
る
こ
と
か
ら
、
そ
の
認
定
に
つ
い
て
は
、
５
年
を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
有
効
期
間
を
定
め
る
こ

と
と
さ
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
。

○
な
お
、
認
定
こ
ど
も
園
法
第
５
条
第
３
項
に
お
い
て
、
都
道
府
県
知
事
は
、
保
育
の
需
要
の
状
況
に
照
ら
し
、
保
育
所
型
認
定
こ

ど
も
園
に
お
い
て
保
育
を
必
要
と
し
な
い
満
３
歳
以
上
の
子
ど
も
に
対
す
る
保
育
を
引
き
続
き
行
う
こ
と
に
よ
り
、
保
育
を
必
要
と
す

る
子
ど
も
の
保
育
に
支
障
が
生
じ
る
お
そ
れ
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
場
合
を
除
い
て
、
認
定
の
有
効
期
間
を
更
新
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
こ
と
が
規
定
さ
れ
て
い
る
。

・
保
育
所
型
認
定
こ
ど
も
園
の
み
規
定
さ
れ
て
い
る
認
定
の
有
効
期
間
を
廃
止
す
る
こ
と
。

基
本

的
な
考

え
方

提
案

概
要

通番８：保育所型認定こども園に係る認定の有効期間の廃止（厚生労働省）
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放
課

後
児

童
ク

ラ
ブ

の
補

助
要

件
緩

和
に

つ
い

て
①

放
課

後
児

童
ク
ラ
ブ
の

補
助

対
象

の
児

童
数

の
要

件
を
緩

和
す
べ

き
。

○
事

業
の
効

率
性

及
び
安

定
性

の
観

点
か
ら
、
登

録
児

童
数

1
0
人

以
上

の
ク
ラ
ブ
を
補

助
対

象
と
し
て
い
る
。

○
登

録
児

童
数

の
人

数
規

模
別

で
み
る
と
、
9
人

以
下

の
ク
ラ
ブ
は
全

体
の
３
％

。

(参
考
）過

去
の
要
望
へ
の
回
答
等

・地
域
再
生
に
関
す
る
提
案
・第

7次
提
案
募
集
関
係
（平

成
21
年
6月

）

「ク
ラ
ブ
の
人
数
要
件
に
つ
い
て
は
、
過
疎
地
等
の
児
童
数
が
少
な
い
地
域
に
お
け
る
事
業
の
実
施
を
図
る
た
め
、
平
成
１
３
年
度
に
国
庫
補
助
の
人
数
要
件
を
緩
和
し
、
「2
0人

以
上
」か

ら
「1
0

人
以
上
」に

引
き
下
げ
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。
当
該
基
準
は
事
業
の
効
率
性
及
び
安
定
性
の
観
点
か
ら
設
け
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
り、

さ
ら
な
る
補
助
要
件
の
緩
和
は
困
難
で
あ
る
。
」

・規
制
改
革
ホ
ッ
トラ

イ
ン
検
討
要
請
項
目
の
現
状
と
措
置
概
要
（平

成
25
年
度
）

「国
庫
補
助
基
準
を
満
た
さ
な
い
地
方
単
独
事
業
と
し
て
実
施
す
る
小
規
模
学
童
保
育
（児

童
数
が
１
０
人
未
満
等
）に

つ
い
て
は
、
既
に
特
別
交
付
税
の
算
定
対
象
と
さ
れ
て
お
り、

財
政
支
援

を
図
っ
て
い
る
。
」

放
課

後
児

童
健

全
育

成
事

業
（
放

課
後

児
童

ク
ラ
ブ
）
は
、
平

成
２
７
年

４
月

施
行

予
定

の
子

ど
も
・
子

育
て
支

援
新

制
度

に
お
け
る
地

域

子
ど
も
・
子

育
て
支

援
事

業
の
一

事
業

と
し
て
、
消

費
税

財
源

を
投

入
し
、
「
量

的
拡

充
」
・
「
質

の
改

善
」
を
図

る
こ
と
と
し
て
い
る
。

小
規

模
の
放

課
後

児
童

ク
ラ
ブ
に
対

す
る
補

助
は
、
新

制
度

の
「
質

の
改

善
」
事

項
に
お
い
て
、
地

方
の
代

表
も
参

加
し
て
議

論
し
た
子

ど

も
・
子

育
て
会

議
で
の
他

の
充

実
メ
ニ
ュ
ー
と
の
優

先
順

位
を
含

め
再

検
討

す
る
必

要
が
あ
る
た
め
、
現

時
点

で
回

答
は
困

難
。

提
案

概
要

基
本

的
な
考

え
方

１

通番１０：放課後児童クラブの補助条件の見直し（厚生労働省）
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放
課

後
児

童
ク

ラ
ブ

の
補

助
要

件
緩

和
に

つ
い

て
②

放
課

後
児

童
ク
ラ
ブ
の

障
害

児
受

入
加

算
の

要
件

（
現

行
は

１
ク
ラ
ブ
あ
た
り
）
に
つ
い
て
、
１
人

あ
た
り
基

準
を
加

え
る
よ
う
提

案
す
る
。

○
障

害
児

を
受

入
れ
る
ク
ラ
ブ
に
は
、
個

々
の
障

害
の
程

度
等

に
応

じ
た
適

切
な
対

応
が
必

要
な
こ
と
か
ら
、
専

門
的

知
識

等
を
有

す
る
指

導
員

を
配

置
す
る
た
め
に
必

要
な
経

費
を
、
上

乗
せ
補

助
し
て
い
る
。

※
１
ク
ラ
ブ
当

た
り
加

算
補

助
額

（
年

額
）

１
，
６
３
９
千

円
（
平

成
２
６
年

度
予

算
）

○
障

害
児

を
受

入
れ
る
た
め
に
必

要
な
バ
リ
ア
フ
リ
ー
等

の
改

修
経

費
に
つ
い
て
も
別

途
補

助
。

※
補

助
額

：
１
，
０
０
０
千

円
（
平

成
２
６
年

度
予

算
）

放
課

後
児

童
健

全
育

成
事

業
（
放

課
後

児
童

ク
ラ
ブ
）
は
、
平

成
２
７
年

４
月

施
行

予
定

の
子

ど
も
・
子

育
て
支

援
新

制
度

に
お
け
る
地

域

子
ど
も
・
子

育
て
支

援
事

業
の
一

事
業

と
し
て
、
消

費
税

財
源

を
投

入
し
、
「
量

的
拡

充
」
・
「
質

の
改

善
」
を
図

る
こ
と
と
し
て
い
る
。

放
課

後
児

童
ク
ラ
ブ
の
障

害
児

受
入

加
算

は
、

新
制

度
の
「
質

の
改

善
」
事

項
に
お
い
て
、
地

方
の
代

表
も
参

加
し
て
議

論
し
た
子

ど

も
・
子

育
て
会

議
で
の
他

の
充

実
メ
ニ
ュ
ー
と
の
優

先
順

位
を
含

め
再

検
討

す
る
必

要
が
あ
る
た
め
、
現

時
点

で
回

答
は
困

難
。

［
障

害
児

受
入

推
進

に
係

る
補

助
事

業
の
沿

革
］

平
成

１
３
年

度
障

害
児

受
入

促
進

試
行

事
業

の
創

設
［
障

害
児

を
４
人

以
上

受
入

れ
る
ク
ラ
ブ
へ
の
加

算
］

平
成

１
５
年

度
人

数
要

件
の
緩

和
［
障

害
児

４
人

以
上
→

２
人

以
上

］

平
成

１
８
年

度
人

数
要

件
の
撤

廃
［
障

害
児

２
人

以
上
→

１
人

以
上

］

平
成

２
０
年

度
・
市

町
村

が
認

め
た
専

門
的

知
識

等
を
有

す
る
指

導
員

を
各

ク
ラ
ブ
に
配

置
す
る
補

助
方

式
へ
変

更

提
案

概
要

基
本

的
な
考

え
方

2
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放
課

後
児

童
ク

ラ
ブ

の
補

助
要

件
緩

和
に

つ
い

て
③

長
時

間
開

設
加

算
（
保

育
緊

急
確

保
事

業
に
お
け
る
放

課
後

児
童

ク
ラ
ブ
開

所
時

間
延

長
支

援
含

む
）
に
つ
い
て
、

平
日

一
日

６
時

間
超

と
い
う
現

行
基

準
を
、
平

日
一

日
「
６
時

間
以

上
」
と
い
う
基

準
に
見

直
す
こ
と
を
提

案
す
る
。

○
長
時
間
開
設
加
算

平
日
６
時
間
を
超
え
、
か
つ
１
８
時
を
超
え
て
開
設
す
る
ク
ラ
ブ
（長

期
休
暇
等
は
１
日
８
時
間
を
超
え
て
開
設
す
る
ク
ラ
ブ
）に

対
し
、
通

常
の
運
営
費
補
助
に
加
え
、
延
長
時
間
に
応
じ
て
加
算

○
補

助
基

準
額

■
２
６
年
度
予
算

平
日
分
2
7
8
千
円
、
長
期
休
暇
等
分
1
2
5
千
円
（平

均
延
長
時
間
１
時
間
あ
た
り
／
年
額
）

○
保
育
緊
急
確
保
事
業
（平

成
2
6
年
度
）

1
8
時
半
を
超
え
て
開
所
す
る
ク
ラ
ブ
に
非
常

勤
職
員
１
名
の
処
遇
改
善
に
必
要
な
費
用
を
支
援

放
課

後
児

童
健

全
育

成
事

業
（
放

課
後

児
童

ク
ラ
ブ
）
は
、
平

成
２
７
年

４
月

施
行

予
定

の
子

ど
も
・
子

育
て
支

援
新

制
度

に
お
け
る
地

域

子
ど
も
・
子

育
て
支

援
事

業
の
一

事
業

と
し
て
、
消

費
税

財
源

を
投

入
し
、
「
量

的
拡

充
」
・
「
質

の
改

善
」
を
図

る
こ
と
と
し
て
い
る
。

放
課

後
児

童
ク
ラ
ブ
の
長

時
間

開
設

加
算

は
、
新

制
度

の
「
質

の
改

善
」
事

項
に
お
い
て
、
地

方
の
代

表
も
参

加
し
て
議

論
し
た
子

ど
も
・

子
育

て
会

議
で
の
他

の
充

実
メ
ニ
ュ
ー
と
の
優

先
順

位
を
含

め
再

検
討

す
る
必

要
が
あ
る
た
め
、
現

時
点

で
回

答
は
困

難
。

な
お
、
６
時

間
超

を
６
時

間
以

上
に
見

直
す
こ
と
に
つ
い
て
は
、
新

た
な
予

算
事

業
を
講

じ
る
も
の
で
あ
り
、
こ
れ

に
充

て
る
財

源
が
明

確

で
な
い
こ
と
か
ら
、
対
応
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

８
時

10
時

12
時

18
時

20
時

平
日

（
20

0日
）

長
期

休
暇

等

（
50

日
以

上
）

基
本
分

（
８
時

間
分

）
延
長
分

延
長
分

延
長
分

延
長
分 １

時
間
単
価

基
本
分

（６
時
間
分
）延

長
分

小
学
校
授
業

延
長
分

１
時
間
単
価

提
案

概
要

基
本

的
な
考

え
方

3
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○
ク
ラ
ブ
数

２
１
，
４
８
２
か
所

（
参
考
：全

国
の
小
学
校
2
0
,8
3
6
校

）
○
登
録
児
童
数

８
８
９
，
２
０
５
人

（
全
国
の
小
学
校
１
～
３
年
生
約
３
２
５
万
人
の
２
４
％
程
度
＝
約
４
人
に
１
人
）

○
利
用
で
き
な
か
っ
た
児
童
数
（待

機
児
童
数
）

８
，
６
８
９
人

〔
利

用
で
き
な
か
っ
た
児

童
が
い
る
ク
ラ
ブ
数

1
,6
1
2
か
所

〕

放
課

後
児

童
ク
ラ
ブ
に
つ
い
て

【
事

業
の

内
容

、
目

的
】

共
働
き
家
庭
な
ど
留
守
家
庭
の
お
お
む
ね

10
歳
未
満
の
児
童
に
対
し
て
、
児
童
館
や
学
校
の
余
裕
教
室
、
公
民
館
な
ど
で
、

放
課
後
に
適
切
な
遊
び
、
生
活
の
場
を
与
え
て
、
そ
の
健
全
育
成
を
図
る

（
平

成
9年

の
児
童
福
祉
法
改
正
に
よ
り
法
定
化
〈児

童
福
祉
法
第

6条
の

3第
2項

〉
）

※
平
成

24
年

の
児

童
福

祉
法

改
正

に
よ
り
、
対

象
年

齢
を
「
お
お
む
ね

10
歳
未
満
」か

ら
「小

学
校
に
就
学
し
て
い
る
」児

童
と
し
た
（平

成
27

年
４
月
施
行
予
定
）

【
現

状
】
（
ク
ラ
ブ
数

及
び
児

童
数

は
平
成
２
５
年
５
月
現
在
）

【
事
業

に
対
す
る
国

の
助

成
】

・「
子
ど
も
・子

育
て
ビ
ジ
ョ
ン
」（
平
成
２
２
年
１
月
２
９
日
閣
議
決
定
）

⇒
平

成
２
６
年

度
末

ま
で
に
１
１
１
万

人
（
小

学
校

１
～

３
年

生
の
３
２
％

＝
３
人

に
１
人

）
の
受

入
児

童
数

を
め
ざ
す

○
運

営
費

か
所

数
の
増

（
2
7
,0
2
9
か
所

→
2
7
,7
5
0
か
所

）
・概

ね
1
/
2
を
保
護
者
負
担
で
賄
う
こ
と
を
想
定
。

・残
り
の
1
/
2
分
に
つ
い
て
、
児
童
数
が
1
0
人
以
上
で
、
原
則
、
長
期
休
暇
（８

時
間
以
上
開
所
）を

含
む
年
間
2
5
0
日
以
上
開
設
す
る
ク
ラ
ブ
に
補
助
。

・例
：児

童
数
が
4
0
人
の
場
合
、
1
ク
ラ
ブ
当
た
り
基
準
額
：3

4
2
.7
万
円
（総

事
業
費
6
8
5
.4
万
円
）

・学
校
の
余
裕
教
室
等
を
改
修
す
る
場
合
（
基
準
額
：7

0
0
万
円
）、

備
品
購
入
の
み
の
場
合

（
基

準
額

：
1
0
0
万

円
）
も
助

成
。

○
整

備
費

・新
た
に
施
設
を
創
設
す
る
場
合
（基

準
額
：2

,3
5
5
.6
万
円
）の

ほ
か
、
改
築
、
大
規
模
修
繕
及
び
拡
張
に
よ
る
整
備
を
支
援
。

※
運
営
費
は
、
国
・都

道
府
県
・市

町
村
が
3
分
の
1
ず
つ
負
担
。
整
備
費
（創

設
、
改
築
等
）は

、
国
・都

道
府
県
・設

置
者
が
3
分
の
1
ず
つ
負
担
。

整
備
費
（改

修
・備

品
購
入
）は

、
国
・都

道
府
県
・市

町
村
が
3
分
の
1
ず
つ
負
担
。

○
平

成
２
６
年

度
予

算
３
３
２
．
２
億

円
※

児
童
育
成
事
業
費
（特

別
会
計
）に

よ
る
補
助

運
営
費
の
負
担
の
考
え
方

1 /
 2

1 /
 3

1 /
 3

1 /
 3

国 1 /
 6

都
道

府
県

1 /
 6

市
町

村
1 /

 6

保
護

者
1 /

 2

1 /
 2（

基
準
額
）※

国
(1
/
6
)は

事
業
主

拠
出
金
財
源

（参
考
）保

育
緊
急
確
保
事
業
（内

閣
府
予
算
に
計
上
：５

１
億
円
）

放
課
後
児
童
ク
ラ
ブ
に
つ
い
て
、
保
育
所
の
利
用
者
が
就
学
後
も
引
き
続
き
円
滑

に
利
用
で
き
る
よ
う
に
、
「小

１
の
壁
」の

解
消
に
向
け
、
開
所
時

間
の
延

長
を
促

進
す
る
。
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項
目

内
容

平
成
2
5
年
度
→
2
9
年
度
所

要
額

備
考

放
課

後
児

童
ク
ラ
ブ
事

業
の
充

実

「
小

一
の
壁

」
の
解

消
（１

８
時
半
を
超
え
て
開
所
す
る
ク
ラ
ブ
に
常
勤
職
員
１
名

を
配
置
）

※
ま
ず
は
取
組
内
容
に
応
じ
て
常
勤
職
員
１
名
を
配
置
す

る
た
め
の
追
加
費
用
又
は
非
常
勤
職
員
１
名
の
処
遇
改

善
に
必

要
な
費

用
の
い
ず
れ
か
を
支

援
→
常

勤
1
名
を
配
置
す
る
た
め
の
追
加
費
用

４
０
６
億
円
程
度

（２
７
０
億
円
程
度
）

・平
成
2
6
年
度
予
算

（１
８
時
半
を
超
え
て
開
所
す

る
ク
ラ
ブ
に
非

常
勤

職
員

１
名

の
処

遇
改

善
に
必

要
な

費
用
を
支
援

１
５
４
億
円
）

５
人
以
上
の
障
害
児
を
受
け
入
れ
た
場
合
に
、
障
害
児
対

応
職
員
１
名
を
追
加
配
置

２
０
億
円
程
度

大
都
市
に
所
在
し
、
待
機
児
童
が
５
人
以
上
い
る
ク
ラ
ブ

が
分

割
し
て
運

営
す
る
た
め
に
必

要
な
賃

借
料

を
補

助
１
８
億
円
程
度

１
９
人

以
下

の
ク
ラ
ブ
に
つ
い
て
、
非

常
勤

職
員

１
名

を
追

加
配
置

１
４
億
円
程
度

・基
準

常
勤
職
員
の
処
遇
改
善
（経

験
年
数
に
応
じ
て
加
算
）

３
９
億
円
程
度

○
質

の
改

善
（

地
域

子
ど

も
・

子
育

て
支

援
事

業
関

係
）

平
成
２
６
年
３
⽉
２
８
⽇
（
⾦
）

⼦
ど
も
・
⼦
育
て
会
議
（
第
14
回
）
、
⼦
ど
も
・
⼦
育
て
会
議

基
準
検
討
部
会
（
第
18
回
）
合
同
会
議
資
料
（
抜
粋
）

：項
目
の
う
ち
全
額
が
「0

.7
兆
円

の
範
囲
で
実
施
す
る
事
項
」に

含
ま
れ
て
い
る
も
の

：項
目
の
一
部
が
「0

.7
兆
円
の
範
囲
で
実
施
す
る
事
項
」に

含
ま
れ
て
い
る
も
の

内
容

欄
の
「
※
」は

「0
.7
兆
円
の
範
囲
で
実
施
す
る
事
項
」に

お
け
る
内
容
、

所
要
額
欄
の
括
弧
は
「0

.7
兆
円
の
範
囲
で
実
施
す
る
事
項
」に

お
け
る
所
要
額
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